
航空自衛隊達第３３号

航空幕僚監部の内部組織に関する訓令（昭和３４年航空自衛隊訓令第９号）第１０１条

の規定に基き、航空幕僚監部の内部組織に関する達を次のように定める。

昭和３４年５月２９日

航空幕僚長 空将 佐雉 毅

航空幕僚監部の内部組織に関する達

改正 昭和４０年７月３１日 航空自衛隊達第１６号

昭和５４年９月２７日 航空自衛隊達第２１号

昭和６２年５月２１日 航空自衛隊達第２４号

平成１５年３月２６日 航空自衛隊達第８号

平成１８年３月２４日 航空自衛隊達第１４号

令和 ２年３月２５日 航空自衛隊達第１１号

令和 ３年３月１７日 航空自衛隊達第１８号

（趣旨）

第１条 この達は、航空幕僚監部の各課に置かれる室及び班並びに科学技術官、監理監察

官、首席法務官及び首席衛生官の監督の下に置かれる科学技術計画官、研究開発制度評

価官、先端技術革新推進官、基幹技術革新推進官、総括副監理監察官等、隊務評価室、

会計監査室、次席法務官等及び次席衛生官等の内部組織等の細部について必要な事項を

定めるものとする。

（係及び係長）

第２条 室及び班に、必要に応じて係を置くことができる。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、室長又は班長の命を受け、係の事務をつかさどる。

（室、班、科学技術計画官、研究開発制度評価官、先端技術革新推進官、基幹技術革新

推進官、総括副監理監察官等、次席法務官等及び次席衛生官等の事務分掌）

第３条 監理監察官又は課長は、室又は班の内部組織及び所掌事務の細部に関して定める

ものとする。

２ 科学技術官、監理監察官、首席法務官又は首席衛生官は、科学技術計画官、研究開発

制度評価官、先端技術革新推進官、基幹技術革新 推進官、総括副監理監察官等、次席

法務官等又は次席衛生官等の所掌事務の細部に関して定めるものとする。

附 則

この達は、昭和３４年６月１日から施行する。

附 則（昭和４０年７月３１日航空自衛隊達第１６号）

この達は、昭和４０年８月１日から施行する。

附 則（昭和５４年９月２７日航空自衛隊達第２１号）

この達は、昭和５４年１０月１日から施行する。



附 則（昭和６２年５月２１日航空自衛隊達第２４号）抄

１ この達は、昭和６２年５月２１日から施行する。

附 則（平成１５年３月２６日航空自衛隊達第８号）抄

１ この達は、平成１５年３月２７日から施行する。

附 則（平成１８年３月２４日航空自衛隊達第１４号）抄

１ この達は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（令和２年３月２５日航空自衛隊達第１１号）抄

１ この達は、令和２年３月２６日から施行する。

附 則（令和３年３月１７日航空自衛隊達第１８号）抄

１ この達は、令和３年３月１８日から施行する。


